
 

 

公 示 第 １ 号 

                             令和６年１月１５日 
 

分任支出負担行為担当官 
                                           防衛装備庁岐阜試験場 

                                           副場長  渡邉 収 

 

 
令和６年度「試験計測用航空機（TRDI-0502）の点検等」の契約希望者募集要領 

 

試験計測用航空機（TRDI-0502）の点検等の契約を希望する者は、下記に基づき応募

して下さい。 
 

記 

 

１ 調達案件等の概要等 
   試験計測用航空機（TRDI-0502）の点検等 
   詳細は仕様書のとおり。 

２ 募集に応募できる者の資格 

  応募できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。 

 ① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定

に該当しない者であること。 

② 令和４・５・６年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の

Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級のいずれかに格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格

を有する者であること。 

③ 航空法第２０条の「事業場の認定」を受けている者。 

④ 電波法第２４条の２により、点検事業者の登録を受けている者。 

⑤ 製造会社または製造会社から本役務内容を実施する許可を受けている者。 

⑥ 品質保証ができること。 

⑦ 下請業者へ一部業務委託する場合は、委託させる業務の内容に応じて、上記のう

ち該当する項目を満足すること。 
⑧ 防衛装備庁が定める役務請負契約条項を適用して契約を締結することが可能な

者であること。 
⑨ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官

から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措

置を受けている期間中の者（以下「指名停止期間中の者」という。）でないこと。 



 

 

⑩ 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であ

って、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契

約を行おうとする者でないこと。 
⑪ 都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継

続している有資格業者でないこと。 
 
３ 応募方法 

①  応募する者は、別記様式の「契約希望申請書」（以下「申請書」という。）

及び次の項目を証明する具体的資料（以下「関係資料」という。）を提出しな

ければならない。 
   ただし、関係書類の提出に関しては、過去１年以内に別の募集要領において

既に防衛省側に提出している場合は、申請書に当該募集要領の公示番号と日付

とともに提出済である旨を記載することにより省略することができる。 

   ア 競争参加資格に係る資格審査決定内容 

   イ 前項③～⑦に示す要件を満たしていることを証明する資料 
②  申請書及び関係資料（以下「提出資料」という。）は提出期限までに提出先

に１部を持参又は郵送（必着又は消印有効）するものとする。 

③  提出期限 令和６年１月２９日（月） 

④  提出時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までの時間を除く。 

⑤  提出先  岐阜県各務原市那加 

                   防衛装備庁岐阜試験場業務班 

             ０５８－３８２－１１０１（内線５５１２、５５１３） 
 

４ 調達概要の交付時期、交付場所及び交付方法 
①  交付期限 令和６年１月２９日（月） 

②  交付時間 ３．④に同じ。 

③  交付場所 ３．⑤に同じ。 

④  交付方法 手渡し、ＦＡＸ及びメールによる交付。 

 

５ 提出資料の審査等 

  ① 提出資料の提出者は、防衛装備庁の担当者から提出資料について説明を求めら

れた場合には、説明しなければならない。また、追加資料等の提出を求められた

場合には、正当な理由がある場合を除き、必要な資料等を提出しなければならな

い。 
  ② 提出資料の提出者は、防衛装備庁の担当者から３．①に係る調査を実施するた



 

 

めの協力依頼があった場合には、正当な理由がある場合を除き、当該工場等（下

請負者の工場等を含む。）への立ち入りを含む調査に協力しなければならない。 

③ 提出資料により、契約の円滑な履行能力を有する者を選定する。 
④ 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者と、指名停止

期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせない者とが募集した場合は、

指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者は選定しない。 
 

６ 審査結果の通知等 

  審査の結果、契約の円滑な履行能力があるとされた者については、指名候補者名簿

に登録するとともに、その旨を通知し、その他の者については非登録通知を行う。 

 
７ 指名候補者名簿に登録されなかった者に対する理由の説明 

  ① 指名候補者名簿に登録されなかった者は、契約担当官等に対して登録されなか

った理由（以下「非登録理由等」という。）について、非登録通知をした日の翌

日から起算して、５日（休日を含まない。）以内に書面をもって説明を求めるこ

とができる。 

   ア 提出時間 ３．④に同じ。 

   イ 提出場所 ３．⑤に同じ。 

   ウ その他 書面は、持参又は郵送（必着又は消印有効）するものとする。 

② 契約担当官等は、非登録理由等について説明を求められたときは、前号の最終

日の翌日から起算して、５日（休日を含まない。）以内に説明を求めた者に対

し書面により回答する。 

 

８ 提出資料の提出に当たっての留意事項 

    ① 応募に当たっての官給品及び貸付品の貸与は行わない。 

  ② 提出資料に虚偽の記載をした者は、当該品目の指名候補者名簿へ登録しない。 

    また、防衛装備庁における他の調達品に係る競争契約又は随意契約の相手方と

しない場合がある。 

  ③ ５．①又は５．②について、正当な理由無く応じなかった者は、当該品目の指

名候補者名簿へ登録しない。 

  ④ 提出資料の作成、提出、説明及び５．②に要する費用は、応募者の負担とする。 

  ⑤ 提出資料は返却されない。 
   但し、提出資料は、応募者の許可無く他の目的に使用しない。 

  ⑥ 提出期限を過ぎてからの提出資料の差替え、再提出は認めない。ただし、審査

の必要性から追加資料を求める場合は、この限りではない。 

  ⑦ 提出資料に自社以外のものがある場合は、事前に著作物等の利用による問題



 

 

は、応募者の責任において処理しておくとともに、出所元及び出典名を明らかに

すること。 

 

９ 応募者の義務 

① 指名候補者名簿へ登録された者（以下「指名名簿登録者」という。）には、 
品目毎に調達要求があり、指名名簿登録者が一者の場合には随意契約の通知が 
行われ、複数者の場合には指名競争入札の通知が行われる。 

    なお、指名候補者名簿へ登録されているとしても、著しい経営状況の悪化等に

より随意契約の相手方として適当と認められなくなった者、指名競争に参加させ

ることが適当と認められなくなった者及び２．⑨の措置を受けたこととなった者

は、随意契約又は指名競争入札の通知を行わない。 

②  指名名簿登録者で指名競争入札の通知を受けた場合には、防衛装備庁入札及

び契約心得（地方調達）（令和５年５月１日）を熟知の上、応募条件に著しい

変更があった場合を除き入札に参加しなければならない。 

    ③ 指名名簿登録者で、契約することを希望しなくなった場合には、速やかに指名

候補者名簿からの抹消請求を行わなければならない。 

  ④ 応募者は、官が交付した調達概要の内容で一般に公開されていない情報につい

て、第３者に開示・漏洩してはならない。 
 

１０  その他注意事項 
①  本件については調達予定であり、今後必ず調達があることを保証するもので

はなく、また内容を変更する場合がある。 
②  原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。

ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長及び防衛装備

庁長官が認めた場合には、この限りではない。 
③   指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせないとして募集

した者が、契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け

負わせることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。 
④  契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得

（地方調達）」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目

の代金の確定に関する特約条項を付するものとする。 
なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原

価等が確認できる書類を提出するものとする。 
 

 
 



 

 

 
 

別 紙 
調 達 概 要 に つ い て 

 
調達件名 
 試験計測用航空機（TRDI-0502）の点検等 
 
調達概要 

仕様書のとおり。 
  

予定納期 
令和６年５月下旬 

 
予定納地 

契約相手方工場 



 

 

（別記様式） 

 

契 約 希 望 申 請 書 

 

                             年  月  日 

 

分任支出負担行為担当官 

    防衛装備庁岐阜試験場 

  副場長  渡邉 収  殿 

 

住  所 

会 社 名 

代表者名             
担当者名 
連 絡 先 

 

 当社は、公示第１４号（２５． ５．３０）に基づく、 
   

調達件名： 試験計測用航空機（TRDI-0502）の点検等 

 

  について、受注態勢が整っておりますので、同公募の記載内容を承諾の上、契約相手

方に指名されることを希望します。 

 なお、別添のとおり関係資料を添付します。 

 

 

添付書類：１ 資格審査結果通知書（写し） 
     ２ 航空法第２０条の「事業場の認定」を受けていることを証明する資料 
     ３ 電波法第２４条の２により点検事業者の登録を受けていることを証明

する資料 
４ 製造会社または製造会社から本役務内容を実施する許可を受けている

ことを証明する資料 
５ 品質保証ができることを証明する資料 
６ 下請業者へ一部業務委託する場合は、委託させる業務の内容に応じて、

上記のうち該当する項目を満たしていることを証明する資料及び下請

(予定)企業一覧表 



防衛装備庁仕様書 
 

  １ 
        ５ 

品

件

名 

試験計測用航空機（TRDI-0502）の点検等 

仕様書番号  

作成年月日 令和６年  月   日 

作成部課名 岐阜試験場 整備班 

 

１ 総 則 

１．１ 適用範囲  

この仕様書は、防衛装備庁岐阜試験場（以下「岐阜試験場」という。）が保有する試験計測用 

航空機（TRDI-0502 号機）（以下「機体」という。）の点検等（以下「本役務」という。）につい 

て規定する。 

 

１．２ 引用文書  

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一 

部をなすものであり、入札書または、見積書の提出時における最新版とする。ただし、契約後 

当該文書に改正があった場合は、その適用について別途協議すること。また、引用文書とこの 

仕様書に定める内容が相違する場合にはこの仕様書が優先する。 

（１）川崎式ＢＫ１１７型 メインテナンスマニュアル 

（２）ＢＫ１１７リペアマニュアル 

（３）MAINTENNANCE MANUAL GAS TURBINE ENGINE LTS101-2.4 

 

 １．３ 参考文書 

（１）川崎式ＢＫ１１７型 試験計測用航空機特別装備品取扱説明書 

（２）川崎式ＢＫ１１７ Ｂ－２型 飛行規程 

 

２ 役務に関する要求 

 ２．１ 概要 

 機体の暦日点検等を実施するものである。 

 

２．２ 役務対象機体 

     役務対象機体は、表１のとおりとする。 

 

表１ 役務対象機体 

番号 機体名称 数量 引渡時期 引渡場所 備考 

１ 
試験計測用航空機 

（TRDI-０５０２） 
1 機 官と調整し決定する 契約相手方工場 

航空機履歴簿を

含む 

   

２．３ 機体の授受 

２．３．１ 機体の引渡し 

        機体の引渡しは、履歴簿とともに契約相手方工場において官の立会のうえ実施する。 
       この際、履歴簿において機体状況、不具合事項及びサービス・ブリテンの実施状況等を 

確認すること。 
 

２．３．２ 機体の納入 

機体の納入は、契約相手方工場において官の立会のうえ機体状況、履歴簿の記載内容 

       及び検査成績書等を確認した後実施する。 

 

 

 



５枚中の２枚 

 

２．４ 暦日点検等の実施 

２．４．１ 受入検査 

機体の状況等の確認及び外観検査を実施すること。 

 

２．４．２ 防錆処置 

機体を受領した日から地上運転を行うまでの間、１．２（３）に従い、エンジンの防 

       錆処置を実施すること。 

 

２．４．３ 点検 

１．２（１）および１．２（２）に従い、表２に示す点検を実施すること。 

 

表２ 点検項目 

番号 項目 点検間隔 備考 

１ 

キャビン・フロア・パネル及

び燃料タンク周辺の床下構造

の目視点検 

６年 

検４ 21.胴体､ﾄﾞｱ､窓及

びﾌﾛｱ･ﾊﾟﾈﾙ 

９項 

２ 

テール・ロータ・シャフトか

らテール・ロータ・ヘッドを

取外し、取付けられた状態で

テール・ロータ・シャフトを

点検する 

６００時間 

検４ 33.ﾃｰﾙ･ﾛｰﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

を除く)  

５項 

３ 
テール・ロータ・ヘッドを分

解して状態を検査する 
６年 

検４ 33.ﾃｰﾙ･ﾛｰﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

を除く)  

５A 項 

４ 
静圧系統試験並びにエンコー

ダ高度計の検査及び較正 
２４か月以内 

検４ 91.計器系統  

１０項 

５ 
コパイロット用ピトー静圧系

統の試験 
２４か月以内 

検４ 101.複操縦装置 

９項 

６ 
コパイロット用精密高度計の

検査及び較正 
２４か月以内 

検４ 101.複操縦装置 

１０項 

７ ＡＴＣトランスポンダの検査 ２４か月以内 
検４ 102.追加航法装置  

１項 

 

２．４．４ 電気的特性の点検 

        表３に示す無線機の電気的特性の点検を実施すること。 

 なお、２．４．３と重複する点検項目については、重複作業とならないように実施す 

       ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５枚中の３枚 

 

表３ 電気的特性 

番号 品名 数量 備考 

１ 距離計測装置送受信機 １個 P/N 622-3670-001 

２ 電波高度計送受信機 １個 P/N 066-01153-0101 

３ 航空機用救命無線機 １個 P/N 117-73400-101 

４ ＡＴＣトランスポンダ ２個 P/N 622-2092-001 

 

２．４．５ 機能試験等 

２．４．２～２．４．４の作業実施に伴って必要となる機能試験、テール・ロータの 
       バランス、地上運転を１．２（１）に従って実施すること。 

なお、飛行試験については実施しないこと。 
 

２．５ 社内検査成績書の作成 

    ２．４項について社内検査成績書を作成すること。 

 

３ 検査 

２．４～２．５項について、機体の目視検査並びに社内検査成績書及び航空機履歴簿（改訂版）に 

よる検査を実施する。 

 

４ その他の指示 

４．１ 官給品 

官給品は別表１のとおりとする。 

 

 ４．２ 部品および消耗品 

     本役務に必要となる部品および消耗品は、別表１の官給品を除き契約相手方が準備すること。 

 

４．３ 貸付品 

貸付品は表４のとおりとする。 

 

表４ 貸付品 

番号 品   名 数量 引渡時期 引渡場所 返納時期 返納場所 

有償

無償

の別 

１ 
グランドハンドリン

グホイル 
２個 

機体搬入時 
契約相手方

工場 
納入時 

契約相手方

工場 

無償 

２ トーバー １個 

３ 
ＤＭＥインディケー

タ 
１個 契約相手方

の申請後速

やかに 

岐阜試験場 
使用後、

速やかに 
岐阜試験場 

４ 電波高度計ＩＮＤ １個 

 

 

 



５枚中の４枚 

 

４．４ 提出書類 

契約相手方は、表５に示す書類を官に提出すること。 

 

表５ 提出書類 

番号 名  称 数量 提出時期 提出場所 備考 

１ 社内検査成績書 １部 

検査実施前 岐阜試験場 

 

２ 航空機履歴簿（改定版） １部  

 

４．５ 貸付図書 

貸付図書は表６のとおりとする。 

 

表６ 貸付図書 

番

号 
名  称 数量 引渡時期 引渡場所 返納時期 返納場所 

有償無

償の別 

１ 

川崎式ＢＫ１１７型 

メインテナンスマニ

ュアル 

１式 

契約相手

方申請後

速やかに 

岐阜試験場 納入時 岐阜試験場 無償 

２ 
ＢＫ１１７リペアマ

ニュアル 
１部 

３ 

川崎式ＢＫ１１７型 

試験計測用航空機特

別装備品取扱説明書 

１部 

４ 

MAINTENNANCE 

MANUAL GAS TURBINE 

ENGINE LTS101-2.4 

１部 

５ 
川崎式ＢＫ１１７ Ｂ

－２型 飛行規程 
１部 

 

４．６ 発生材の処置 

本役務において生じた発生材は、官と調整したのち、契約相手方の責任において適切に廃棄・ 

処分するものとする。 

 

４．７ 官側の支援 

契約相手方は本役務の履行に当たり、官の保有する施設・設備及び文書等を使用する必要が 

ある場合は、あらかじめ官と十分な調整のうえ、官の規則等を厳守し、無償で支援を受けるこ 

とが出来るものとする。 

  

４．８ その他   

この仕様書について疑義が生じた場合は速やかに官と調整するものとする。 

 

 

 

 

 

 



５枚中の５枚 

別表１ 

 官給品 

番号 品名 規格 数量・単位 引渡場所 引渡時期 備考 

１ WASHER 105-31702.21 10 個 

岐阜試験場 

官 給 請 求

後 速 や か

に 

 

２ WASHER 105-31702.22 10 個  

３ 
BEARING 

SLEEVE 
105-31735.01 2 個  

４ METAL-O-SEAL 117-64159-03 1 個  

５ NYLSTOP-NUT 12TCR106 6 個  

６ ISO CLIP 3747-717 2 個  

７ NYLSTOP-NUT 8TCR106 2 個  

８ SPLIT PIN LN94-15015 22 個  

９ SPLIT PIN LN94-20018 2 個  

１０ SPLIT PIN LN94-20022 4 個  

１１ SPLIT PIN LN94-30022 5 個  

１２ COTTER PIN LN94-30030 1 個  

１３ LABEL MBBN3060E2BS 1 個  

１４ SPLIT PIN MS24665-302 2 個  

１５ O-RING MS29512-12 1 個  

１６ O-RING OR41,2-3-72NBR872 2 個  

１７ BACK-UP RING SRI41.3-2.45-1.5 2 個  

１８ TY-RAP TY24M 2 個  

１９ TY-RAP TY23M 2 個  

２０ TY-RAP TY24M 1 個  

２１ TY-RAP TY23M 1 個  

２２ TY-RAP TY24M 1 個  

２３ TY-RAP TY23M 1 個  

２４ 潤滑油 ＭＩＬ－Ｌ－23699 必要量  

２５ 航空燃料 ＪＥＴ Ａ－１ 必要量  

 


